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別添書類第８号－1

（別添書類第８号）法令の規定により制限のある事業区域に関する行政機関の意見書 

本書類は、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第１４条第２項第９号で規定さ

れる「事業区域の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行につ

いて権限を有する行政機関の意見書」である。 

当該事業区域に係る法令の規定による制限がある、各機関の意見書を添付する。



別添書類第８号－2

【関係法令】

 国土交通省近畿地方整備局：道路法

 大阪市：道路法、河川法、都市計画法、下水道法

 大阪府教育委員会：文化財保護法

 なお、表中のナンバー（№）を記載していない法令については、大阪市都市計画局との

事前調整において、本事業区域が当該法令の指定区域外であるなどの理由により、意見照

会が不要となったものである。

ＤＷと差し替え

（中間報告書より）














